
検　算
主務者

（監督員)

から

まで

　　　　　　　  　金

 

主務者(監督員)（職名）氏名 主事

副務者　　　　 　（職名）氏名 主席主査

業　 務　 価 　格

消費税等相当額

合　　計

財源区分 国　補　・　県　補　・　 市　単 

費　　　用　　　内　　　訳 業　　務　 概　 要

設  計  額　　（円） 　　水道メーター再生修繕（１３ｍｍ～４０ｍｍ）

修　繕 名 水道メーター再生修繕（１３ｍｍ～４０ｍｍ） 令和9年3月15日

納入場所 秋田市上下水道局メーター室　(川尻みよし町１４－８）

契約者設計金額 円也

契約番号 修繕 第 １号

年　  　度 令和　8　年度 作 成 年 月 日 令和８年４月２日
履行期間

　　 契約日の翌日　　　　

設　計　書
所　長 副務者

     メーター修繕個数　１６，０００個

予算項目 給水費－修繕費
所長補佐
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１０，０００個

５，４００個

３５０個

２５０個

合計 １６，０００個

業　務　概　要

   舶来ネジ

　　１３ｍｍ　直読式（ロング）

　　２０ｍｍ　直読式

　　２５ｍｍ　直読式（Ｌ－２１０）

　　４０ｍｍ　直読式
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種　別 細　目 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

 舶来ネジ

接線流羽根車 単乾式水道メーター（１３ｍｍ） 個 10,000 ロング

接線流羽根車 複乾式水道メーター（２０ｍｍ） 個 5,400

接線流羽根車 複乾式水道メーター（２５ｍｍ） 個 350 Ｌ－210

接線流羽根車 複乾式水道メーター（４０ｍｍ） 個 250

計 個 16,000

業務価格

消費税等相当額

合　　計

内　訳　書
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水道メーター再生修繕仕様書

（適用）

第１条 本仕様書は、秋田市上下水道局（以下「甲」という ）が発注する水道。

メーターの再生修繕に適用するものである。

（業務の履行）

第２条 受託者（以下「乙」という ）は、契約書、本仕様書および関係法令の。

規定に基づき、本業務を円滑に行わなければならない。

（再生修繕期間）

第３条 令和９年３月１５日（月）までとする。ただし、契約期間途中で修繕依

頼個数がなくなった場合は、最終修繕依頼分の納品をもって契約満了とする。

（施工上の注意および指示事項）

第４条 再生修繕するメーターは、接線流羽根車式口径１３ｍｍ～口径４０ｍｍ

水道メーター（直読・舶来ネジ）とし、業務は次のとおりとする。

(1) 再生修繕可否について選別する。なお、選別の基準については、甲と乙の

協議により決定するものとする。

(2) ケースの清掃および洗浄等を行う。

(3) その他のメーター部品は全て交換する。

(4) メーター蓋の塗装は、日本塗装工業会の塗装用標準色とし、１２月末日ま

でのメーターを全口径ＪＷＭＭ００―Ａ０９、翌年１月１日から契約満了日

までを全口径ＪＷＭＭ００―Ａ０１とする。

(5) 性能は、下表のとおりとする。

口径 定格最大流量 計量範囲

（Ｑ３） （Ｑ３/Ｑ１）

１３ｍｍ ２．５ Ｒ－１００

２０ｍｍ ４ Ｒ－１００

２５ｍｍ ６．３ Ｒ－１００

４０ｍｍ １０ Ｒ－１００

(6) 構造及び材質の基準は、新ＪＩＳ規格に適合するものであること。また、

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定められている鉛に関する基

準を満たすものであること。

(7) ケースおよびメーター蓋には、口径を問わず、納品する順番で、次のメー

ター番号から連番で刻印すること。
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また、修繕するメーターの再生回数を把握するため刻印番号に西暦末数

字（２６）を表記し、西暦末数の次に再生１回目の回数の１を、再生２回

目の回数の２を表記する。

ア １２月末日までに納品するメーターの刻印番号は、２６１－０７６４１

から順次とする。

イ 翌年１月１日から契約満了日までに納品するメーターの刻印番号は、

２７１－００００１から順次とする。

ウ ただし、刻印番号の初めの３桁が３０１・１９１・２０１・２１１・２

２１・２３１・２４１・２５１で刻印されているメーターの再生修繕後の

刻印番号は、２６２で刻印し、アと同様に納品するメーターは、アの続き

。 、 、 。番号とする また イと同様に納品するメーターは イの続き番号とする

(8) 検定実施機関の検定を受け、合格したものを納品すること。また、計量法

および計量法関係法令規定に適合するものであること。

(9) 乙は、業務従事者を定め、メーターの再生修繕における円滑な業務に努め

ること。

（修繕依頼メーターの引取り）

第５条 引取り日は甲が定めるものとする。

２ 引取り個数は、引取り時点で甲から修繕依頼できる個数とする。

（再生修繕メーターの納品）

第６条 再生修繕されたメーターの納品月および納品回数は、甲の指示もしくは

甲と乙の協議で決定する。

２ 納品する口径および個数については、甲の指示もしくは甲と乙の協議で決定

する。

３ 納品にあたり、各口径（１３ｍｍ～４０ｍｍ）メーター１個につき、平型パ

ッキンを２個付けること。

４ 検年を示すシールはメーター蓋の裏、上部に貼付すること。

５ 器差成績書（表）を添付すること。

６ 納品場所は秋田市上下水道局メーター室（以下「メーター室」という ）と。

する。

（再生不能メーターの保管）

第７条 再生修繕にあたり、規格外または検定不合格等の理由により、納品でき

ないメーターが判明した場合、乙は納品ごとに、その口径および個数を随時報

告すること。また、甲よりメーター修繕状況について報告を求められた場合、
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乙は速やかに報告すること。

２ 再生不能メーターについては乙の保管とし、甲からの指示に従い、メーター

室へ返却すること。甲または甲の指示を受けた業者が再生不能メーターを引取

る場合は、速やかに対応すること。

（出来高払い）

第８条 甲は、乙から納品ごとに完了（一部完了）報告書および請求書を提出さ

せて、出来高請求払いとすることができる。

納期については、１回目は令和８年９月３０日（水）までとし、残りは令和

９年３月１５日（月）までとする。

２ 支払いについては、秋田市財務規則第１３６条第２項(4)を適用する。

（納品後の保証）

第９条 納品後、甲がメーター性能において検査を求めた場合は、乙の責任にお

いて速やかに検査し、器差成績を報告すること。また、２年以内の製造上の不

良が原因による故障が判明した場合には、乙の責任において修繕することを保

証しなければならない。

（納品予定個数）

第10条 再生修繕メーターの納品予定個数は下記のとおりとする。

(1) 口径１３ｍｍ：１０，０００個

(2) 口径２０ｍｍ： ５，４００個

(3) 口径２５ｍｍ： ３５０個

(4) 口径４０ｍｍ： ２５０個

計 １６，０００個

２ 再生修繕ができないメーターにより、前項の納品予定個数が減少する場合も

ある。

３ 納品予定個数の再生修繕を完了した時点においての未修繕メーターは、甲の

指示に従い、速やかにメーター室へ返却すること。

４ 第７条に規定するメーターの再生不能が判明し、納品個数に変更が生じた場

合は、甲乙協議の上、契約後に乙が作成する契約額の内訳書（口径別単価内訳

書）に基づき変更契約をするものとする。


